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川越市ふるさと納税支援業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 業務の目的 

  本要領は、川越市ふるさと納税支援業務委託に関して、プロポーザルの実施方法をは

じめ、知識、技術及び経験等に優れた事業者を選定することを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名称 

川越市ふるさと納税支援業務委託 

 

（２）業務内容 

    別添「川越市ふるさと納税支援業務委託仕様書」のとおり 

 

（３）履行期間 

    令和６年６月１日から令和１０年３月３１日まで 

ただし、令和６年第１回川越市議会定例会における、本事業委託に係る予算が議

決されない場合は、契約は行わないものとする。なお、令和６年４月から５月まで

の期間は、引継ぎ及びシステム等の準備期間とし、準備期間に関して委託料は発生

しないものとする。 

 

（４）業務委託限度額 

  寄附金額の５０％以内（ポータルサイト利用料及び決済手数料は１１％） 

令和６年度：２１１，１７０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

令和７年度：２８０，８００千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※寄附金額として、令和６年度５４１，４６０千円、令和７年度以降７２０，０

００千円を想定。 

 

３ 参加資格要件及び失格事項 

（１）参加資格要件 

    このプロポーザルに参加しようとする者は、川越市契約規則に遵守した上で、次

に掲げる条件を全て満たすものとする。 

① 令和５・６年度川越市競争入札参加資格者名簿に記載されていること。 

② 川越市地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

に該当しないこと。 

③ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続

開始の申立てまたは民亊再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定



に基づく再生手続開始の申立てがなされている者（会社更生法の規定に基づく

更生手続開始の申立てまたは民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て

がなされた者であって、更生計画の認可が決定し、または再生計画の認可の決

定が確定した者を除く）でないこと。 

④ 法人にあっては、市区町村民税、法人税並びに消費税及び地方消費税に滞納

がない者、個人にあっては税並びに申告所得税、復興特別所得税、消費税及び

地方消費税に滞納がない者であること。 

⑤ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５

月１５日法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）ではないこと。 

⑥ ふるさと納税に係る業務を受託し、複数完了した実績があること。 

 

（２）失格事項 

    次のいずれかに該当したときは、本手続きに関する資格を失う。 

① 参加資格要件を満たさなくなったとき 

② 「企画提案書等の提出」の提出期限までに提出書類が提出されなかったとき 

③ 提出書類に虚偽の記載があったとき 

④ 見積額が業務委託限度額を超えているとき 

⑤ ヒアリング審査に参加しなかったとき 

⑥ 選考の公平性を害する行為があったとき 

⑦ 他者の著作権等を侵害するとき 

⑧ 前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく信義に反する行為等、審査

委員会委員長が失格であると認めたとき 

 

４ 参加申し込み 

  このプロポーザルに参加する意思のある者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

（１）提出書類 

① 公募型プロポーザル参加申込書（様式１） 

② 誓約書（様式２） 

③ 業務実績調書（様式３） 

※各様式は市ホームページからダウンロード可 

（２）提出部数 

    各１部 

（３）提出方法 

    持参または郵送（配達証明書付） 



（４）提出期間 

    令和６年２月１日（木）から令和６年２月１５日（木）午後５時まで（土・日曜

日は除く。郵送の場合は必着） 

（５）提出先 

    川越市財政課 

（６）質問の方法 

   質問受付期間中に「質問書（様式４）」に質問事項を記載の上、電子メールによ

り提出し、到達確認を行うこと。 

・質問書受付期間 

     令和６年２月１日（木）から令和６年２月８日（木）午後３時まで 

・提出先 

     川越市財政課（電子メールアドレス furusato-koedo★city.kawagoe.lg.jp） 

・回答方法 

     質疑応答事項は取りまとめて、令和６年２月９日（金）に市ホームページにて

公開する。 

・その他 

     ア 質問者の名称等については公表しない。 

     イ 審査に関する質問については回答しない。 

     ウ 原則として、回答後の再質問は認めない。 

 

６ 企画提案書等の提出 

  企画提案書は、企画提案者１者につき１点の提案の提出とし、その構成等は下記のと

おりとする。なお、提出期限以降の見積書の金額訂正、書類の差し替え及び追加提出は

認めない。 

（１）企画提案書の構成 

    ①様式は任意 ※ページ数は最大でＡ４版５０ページ程度 

    ②制作スケジュール 

本業務の実施にあたっては、適宜、内容等の確認作業を行いながら事務を進

める必要があるため、そういった事情を考慮に入れながら、計画的な業務の進

行管理ができる制作スケジュールであること。 

 

（２）提出書類と提出部数 

    ① 企画提案書 正本１部、副本１０部 

    ② 見積書（様式５指定様式による）１部  

※令和６年度寄附金額５４１，４６０千円に対する業務委託料を記載するこ

と。 



    ③ 実施体制調書（様式６指定様式による）１部 

 

（３）提出方法 

    持参または郵送（配達証明付） 

 

（４）提出期間 

    令和６年２月１６日（金）午前８時３０分から令和６年２月２８日（水）までの

午後５時まで（郵送の場合は必着） 

 

（５）提出先 

    川越市財政課 

 

（６）企画提案の辞退 

    参加申し込み後の企画提案を辞退する場合は、辞退届（様式７）を提出するこ

と。提出は、持参または郵送（配達証明付）により提出すること。 

    提出期限は、令和６年２月２８日（水）午後５時（郵送の場合は必着）。これを

過ぎた場合の辞退は認められない。 

 

７ 審査方法 

  （１）ヒアリング審査 

① 実施日時 令和６年３月上旬を予定 

日時・実施場所等詳細は、令和６年２月２２日（木）までにヒアリング参加対象

事業者に電子メールで通知する。なお、応募者が１者であった場合でも同様の審査

を行う。 

② ヒアリング審査は、提案についてプレゼンテーションを行う。プレゼンテーショ

ンの順番は、抽選で決定し、参加対象事業者に、実施日とともに個々の集合時間お

よび開始（予定）時間を通知する。 

③ プレゼンテーションは、提出された企画提案書をもとに行うこと。 

④ 企画提案書以外のプレゼンテーション資料の使用・配布は認めない。 

⑤ 説明用としてパワーポイント等で作成した資料のスクリーンへの投影は認める。

ただし、内容は企画提案書を抜粋したものとし、企画提案書に記載のない事項は掲

載しないこと。 

⑥ プレゼンテーションの出席者は３人以内とし、管理責任者となる者は必ず出席す

ること。 

⑦ プレゼンテーションの持ち時間は２０分。その後質疑応答（１０分程度）を行

う。 



 

（２）評価 

① 評価は、別紙「川越市ふるさと納税支援業務委託公募型プロポーザル評価基準

表」により行う。 

② ヒアリング審査による評価の合計点が最も高い者を契約予定事業者に決定し、次

に得点の高かった者を次点の契約予定事業者として決定する。最高得点に同数があ

った場合は、審査委員会が決定する。 

③ 選考にあたり、審査委員会において最低基準を設ける。 

④ 参加事業者が１者の場合も選考を行うが、全ての参加事業者の提案が最低基準を

満たさなかった場合は、再度公募を行うものとする。 

⑤ 契約予定事業者が何らかの理由により契約を行えなかった場合には、次点の者を

契約予定事業者とする。 

 

（３）審査の結果の通知 

    審査結果は、ヒアリングの審査日翌日に参加した事業者宛に電子メールで通知を

予定。 

 

（４）その他 

① ヒアリング審査の場において、参加事業者名が特定可能な内容の表現（参加事業

者名、参加事業者のロゴ、標語等の表示等）はしないこと。 

  ② 審査委員会での審査は非公開とする。 

  ③ 選考結果に対する異議申立てはできないものとする。 

④ ヒアリング審査にパソコン、プロジェクター等を使用する場合は、川越市財政課

に事前に連絡の上、相談するものとし、必要機器については各参加事業者にて用意

すること。 

  ⑤ 審査結果は、市ホームページで公表する。 

 

８ 契約の締結 

  本業務の委託先業者に選定された業者は、本市と協議の上、契約に必要な書類を揃

え、令和６年４月上旬（予定）に契約を締結するものとする。 

 

９ その他留意事項 

（１）提案のための費用は、参加する事業者の負担とする。 

（２）提出書類の提出後の修正または変更は一切認めない。 

（３）川越市と契約を締結する事業者は、予定した管理責任者等を配置するものとし、

当該管理責任者等の交代については死亡、傷病、退職等のやむを得ない場合を除



き、これを認めない。 

（４）提出書類の著作権は参加する事業者に帰属する。ただし、川越市がこの公募型プ

ロポーザル結果の報告、公表等のために必要な場合は、提出書類の内容を無償で

使用できるものとする。 

（５）提出された書類は返却しない。 

（６）この公募型プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、川越市情報公開条

例（平成８年条例第１５号）に基づき提出書類の公開について判断する。 

（７）業務の全部または主要部分を再委託することは認めない。ただし、部分的に再委

託を行う場合は、本市の承諾を必要とする。 

（８）実際の制作にあたっては、提案内容そのままではなく、選定された企画提案者と

本市で協議の上、内容を決定する。 

 

１０ スケジュール（予定） 

公募の開始                      令和６年２月１日（木） 

参加申込書提出期間        令和６年２月１日（木）から 

令和６年２月１５日（木）午後５時まで 

※質問受付は２月８日（木）午後３時まで 

 回答は２月９日（金）にＨＰ公開予定 

企画提案書等提出期間       令和６年２月１６日（金）から 

令和６年２月２８日（水）午後５時まで 

ヒアリング日時通知        令和６年２月２２日（木） 

ヒアリング審査          令和６年３月上旬 

結果通知             令和６年３月上旬（ヒアリング審査の翌日） 

契約締結             令和６年４月上旬予定 

 

１１ 問い合わせ先 

〒３５０－８６０１ 

埼玉県川越市元町１丁目３番地１ 

川越市財政課（本庁舎４階） 

電話         ０４９－２２４－５６１８ 

ＦＡＸ        ０４９－２２５－２８９５ 

電子メールアドレス  furusato-koedo★city.kawagoe.lg.jp 

ホームページＵＲＬ  https://www.city.kawagoe.saitama.jp/ 


